
令和７ 年５ 月改訂

1 適用範囲

1 この仕様書は、公益財団法人東京動物園協会（以下、協会）が発注する維持管理（工事・委

託等）業務に適用する。

2 維持管理業務は、それぞれの種別に応じ、本仕様書の定める仕様に従い、施行する。

3 この仕様書に定めのない事項については、「東京都公園維持標準仕様書」、「東京都維持

保全業務標準仕様書」等、東京都が定めた各標準仕様書や基準類を準用する。

4 同一種別の仕様について本仕様書の定めと特記仕様書との定めが異なるときは、特記仕様

書の定める仕様に従い、施行する。

5 契約書及び請書、発注書にある請負者は受注者または受託者に読み替えるものとする。

2 費用負担

1 材料、作業の検査及び官公署等への届出手続に必要な費用は、受注者の負担とする。

2 作業の実施に必要な電気、ガス、水道の光熱水費は、特記により示された場合に限り受注

者の負担とする。

3 法令等の遵守及び手続きの代行

1 作業施行にあたっては関係する法令、条例及び規則などを遵守し、作業の円滑な進捗を計

ること。又、官公署等への必要な届出手続等は、すみやかに処理しなければならない。

2 作業施行に関して、関係官公署、付近住民、利用者と交渉を要するとき、又は交渉を受けた

ときは、すみやかに監督員と協議し、その決定に従い実施する。

4 軽微な変更

現地の状況などにより、作業位置あるいは方法を多少変更するなど軽微な変更は、監督員

と協議のうえ施行する。

5 関係書類の提出

受注者は監督員が示す書式により、指定期日までに関係書類を提出しなければならない。

なお、記録写真等は、必要に応じて電子媒体（ＣＤ、ＤＶＤ）も提出しなければならない。

6 疑義の解釈

この仕様書が定める事項について疑義を生じた場合の解釈及び本施行の細目については、

監督員の指示に従う。

7 作業の実施

1 受注者は原則として、契約確定の日に着手する。ただし、時期が指定されている場合は、

監督員の指示に従う。

2 作業は原則として休園日とし、開園日や時間外に作業を行う場合は、事前に監督員と協議

し承諾を得た後、作業を実施する。

3 作業箇所付近の飼育動物に影響を及ぼさないように、振動・騒音・臭気・光・搬出入等に十

分配慮し、必要に応じて監督員及び飼育担当者と十分に協議を実施する。

4 作業従事者は、作業の内容に応じて必要な知識及び技能を持つ者とし、関係法令等により

資格が定められている場合は、有資格者が実施する。

8 施行管理

1 受注者は、工程表により適正な施行管理を行う。

2 現行の工程表に変更が生じ、その内容が重要な場合は、変更した工程表を提示して協会の

承認を得る。

9 材料一般

1 材料はすべて監督員の確認、検査を受け、合格したもののみ使用する。

2 本契約の履行に当たっては、東京都環境物品調達方針（公共工事）に基づき、可能な限り

環境物品等の使用の推進及び環境影響物品等の使用抑制に努めること。なお、東京都環

境物品等調達方針（公共工事）は、東京都都市整備局Webサイトから入手できる。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/index.html
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10 原状復旧

作業中に建物又は機器に汚損や破損が生じた時は、速やかに原状を復旧しなければなら

ない。

11 守秘義務

業務上知り得た発注者及び当該施設に関する秘密を第三者に漏らしてはならない。

このことは、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。

12 発生材、廃棄物の処理

1 発生材料は、監督員に報告し、その指示に従い処理する。

2 建設副産物等廃棄物は、法令及び東京都建設リサイクルガイドライン等に従い適正に処理

し、第三者に損害を与えることがないようにする。

3 処理完了後は速やかに監督員に報告する。

13 機械器具等

機械器具、道具類、容器、運搬については受注者の負担とする。

14 安全管理

1 施行にあたり、来園者や飼育動物、関係者等に危険のないよう十分注意して行う。

2 施行にあたり、施設、樹木等を損傷しないよう十分注意して行う。

3 受注者は、常に安全管理に必要な措置を講じ労働災害発生の防止に努める。

（例）

・作業前のKYミーティングの実施

・高所作業時の足場や墜落防止器具等の適正な使用

・工具や手袋等防具類の適正使用

・建設機械の用途外使用の禁止

4 受注者は、公衆の生命、身体及び財産に関する危害、迷惑を防止するため、必要な処置を

する。

（例）

・作業区域への仮囲い

・現場の整理整頓、清掃等

5 受注者は、交通及び保安上十分な注意を図る。

6 受注者は、公害防止及び生活環境の保全に努める。

7 受注者は人身事故、災害又は第三者に損害を与える事故等が発生した場合は、人命の安

全確保を優先し、適切な措置をとるとともに監督員に連絡して二次災害の防止に努める。事

後、速やかにその経緯や原因について監督員に報告する。

8 受注者は安全対策が不十分なまま作業に着手してはならない。

9 受注者は安全対策について監督員と事前立会して確認すること。

10 受注者は監督員以外の協会職員から安全対策の不備を指摘された場合は真摯に受け止め

速やかに対処し、監督員へ報告すること。

11 現場状況により、安全確保するのに任意仮設の範囲を超えると思われる場合は監督員と協議

すること。

12 本工事等において重大事故が発生した場合、公益財団法人東京動物園協会の内部規定に

より、本工事の契約解除または、相当期間の発注停止とすることがある。

13 受注者は、労働安全衛生法の規定に従い、下請けも含めた全従事者に対して、熱中症対策

を行うこと。

また契約時点では、想定し得ない不測の事態により、特別な熱中症対策が必要になった場合、

発注者と協議を行い、必要な措置を講じるものとする。

※　重大事故：作業員の死亡または、4日間以上の休業を要する負傷事故のほか、
それと同等以上の被害状況と認められるとき。ただし、受注者の責によらない事故の
場合はこの限りではない。



15 実施記録写真の撮影

受注者は、監督員により実施記録写真の撮影を指示された場合は、次のとおり、施行状況写

真を撮影、整理する。

1 写真撮影は、周囲の背景を入れ、作業内容を示した黒板を写しこむ。

2 撮影は原則デジタルカメラとし、Ａ４サイズの用紙にサービス版サイズ程度の大きさで数枚の

写真を印刷する。また余白に必要に応じて説明文などを記載する。

3 撮影箇所や内容、頻度などは作業前に監督員と協議すること。また工事の進捗状況が分か

るよう、同一方向から作業前、中、後や完成後に隠蔽される箇所などを撮影する。

16 施行の完了

受注者は、施行の完了に先立ち、すみやかに不要材料を整理処分し、後片付け及び清掃

を行う。

17 環境により良い自動車利用

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に基づき、次の事項を遵

守する。

1 ディーゼル車規制に適合する自動車とする。

2 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車とする。

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置

装着証明書等の提示又は写真の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出する。
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